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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第13期

第３四半期
連結累計期間

第14期
第３四半期
連結累計期間

第13期

会計期間
自平成29年１月１日
至平成29年９月30日

自平成30年１月１日
至平成30年９月30日

自平成29年１月１日
至平成29年12月31日

売上高 （千円） 5,631,131 6,000,692 7,926,156

経常利益 （千円） 1,389,450 831,149 1,886,262

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
（千円） 913,913 614,412 1,278,946

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 913,669 616,180 1,278,754

純資産額 （千円） 3,463,692 6,068,958 5,672,777

総資産額 （千円） 8,162,146 19,240,079 10,622,382

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 91.39 55.86 127.27

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 42.4 31.5 53.4

 

回次
第13期

第３四半期
連結会計期間

第14期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成29年７月１日
至平成29年９月30日

自平成30年７月１日
至平成30年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 31.91 17.38

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．当社は、平成29年10月13日開催の取締役会決議に基づき、平成29年10月30日付で普通株式１株につき５株の

株式分割を行っておりますが、前連結会計年度の期首に株式分割が行われたものとして仮定して１株当たり

四半期（当期）純利益を算定しております。

５．旅行事業に係る売上高は、仕入高と相殺した純額にて表示しております。旅行事業を含む全事業の総額（全

事業の取扱高）は以下のとおりであります。

回次
第13期

第３四半期
連結累計期間

第14期
第３四半期
連結累計期間

第13期

会計期間
自平成29年１月１日
至平成29年９月30日

自平成30年１月１日
至平成30年９月30日

自平成29年１月１日
至平成29年12月31日

取扱高 （千円） 18,350,859 17,767,105 25,628,127
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２【事業の内容】

　第１四半期連結会計期間において連結子会社の株式会社友愛観光バスが、個人旅行者、小グループ向けのサービ

スとして「都市型ハイヤー事業」を開始しました。

　なお、この新規事業については、報告セグメントの「その他」に区分しております。

　また、主要な関係会社の異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間における経営環境は、米中間の通商問題に対する懸念、国内では大阪北部地震、北海

道胆振東部地震、大型の台風など相次いで発生した自然災害による影響等、先行きは未だ不透明な状況でありま

す。

　このような環境の中、当社グループでは、ライフスタイルの変化・多様化によるお客様のニーズに合わせた旅行

商品の開発に取り組むとともに、当事業年度においては、オンラインプラットフォームの開発、拡大する業容に対

応すべく内部管理体制の強化に努めてまいりました。

　また、平成30年１月31日に、ホテル等宿泊施設の予約販売システム「Japan Tomaru」、チケット等の販売チャネ

ル拡充のためのシステム「Japan Topken」をリリースし、他のオンラインプラットフォームの開発やグループ内の

ITインフラの整備等も順調に進んでおります。

　さらに、平成30年３月５日より、連結子会社の株式会社友愛観光バスにおいて、個人旅行者、小グループ向けの

サービスとして「都市型ハイヤー事業」を大阪で開始し、平成30年７月１日より、連結子会社の株式会社アレグロ

クスＴＭホテルマネジメントが運営する「Tmark Cityホテル東京大森」を開業いたしました。

　これらの活動の結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、相次いで発生した自然災害の影響を受け、売

上高6,000,692千円（前年同期比6.6％増）、営業利益771,436千円（同38.9％減）、経常利益831,149千円（同

40.2％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益614,412千円（同32.8％減）となりました。

　セグメント別の業績は、次のとおりであります。各セグメントの金額は、セグメント間取引を相殺消去する前の

金額であります。

 

①旅行事業

　訪日旅行客を取り込むため、引き続き各地の観光局・自治体との連携を強化し、アジア諸国からの訪日客の増

加に対し、継続して新規エリアの開発に取り組み、「Japan Tomaru」によるホテル等宿泊施設の販売や「Japan

Topken」による各種チケットの販売チャネルの拡充をはじめ、個人旅行者向け商品の開発拡大などの施策を実施

してまいりました。

当第３四半期連結累計期間のインバウンド旅行市場においては、外国人旅行客が前年比10.7％増の2,346万人

（出典：日本政府観光局（JNTO））を超え順調に推移しておりますが、平成30年９月に発生した台風第21号や北

海道胆振東部地震の影響により、９月は前年同月比5.3％減と前年同月を下回ることとなっております。当社が

主力とする韓国からの訪日客は、市場全体では前年比9.2％増の569万人（出典：日本政府観光局（JNTO））と

なっておりますが、団体パッケージ旅行を中心に展開する当社の旅行事業においては、２月の平昌オリンピック

の他、６月の大阪北部地震、７月以降の台風の発生、９月の北海道胆振東部地震と相次ぐ自然災害によるキャン

セル等の影響を受けております。さらに９月の台風第21号の発生については、関西国際空港が数日間閉鎖し、イ

ンバウンド市場全体に及ぼした被害は甚大なものとなりました。東アジア各国からの航空便も休航になるなど、

当社の旅行事業の業績に多大な影響を及ぼすこととなりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の旅行事業の売上高は2,340,942千円（前年同期比11.6％増）、セグ

メント利益は843,212千円（同5.2％減）となりました。

②バス事業

　九州、大阪、北海道の周遊観光バス「くるくるバス」、貸切観光バスの運行は、共に６月まで順調に推移して

いたものの、６月の大阪北部地震、７月以降の台風の発生、９月の北海道胆振東部地震と相次ぐ自然災害の影響

を受け、７月以降伸び悩む結果となりました。特に関西国際空港の閉鎖は大阪を中心に展開しているバス事業の

業績に多大な影響を及ぼすこととなりました。

またバス車両の投資は16台の新規購入、８台の売却、計８台の増車に留めております。

　当第３四半期連結累計期間のバス事業の売上高は1,790,423千円（前年同期比11.2％増）、セグメント利益は

65,164千円（同67.2％減）となりました。

③免税販売店事業
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　主力のPB商品において一部売れ筋商品の変化と札幌店新店効果一巡で客単価が低下したこと、６月以降の相次

ぐ自然災害の影響、特に関西国際空港の閉鎖は、大阪店舗が集客できなくなるなど、免税事業の業績に大きな影

響が及びました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の免税販売店事業の売上高は2,057,939千円（前年同期比10.8％減）、

セグメント利益は208,809千円（同32.6％減）となりました。

④ホテル等施設運営事業

　Tmark Cityホテル札幌においては、９月の北海道胆振東部地震の影響はあったものの、８月までの業績が好調

に推移し、客室稼働率、平均客室単価ともに高水準を維持しており、当第３四半期連結累計期間の業績は、堅調

に推移しました。

　平成30年７月１日に新規開業したTmark Cityホテル東京大森については、開業当初、オンライントラベルエー

ジェントからの個人予約の出遅れを想定し、団体客を集客したものの、７月の相次ぐ台風によりキャンセルが発

生したこと、また９月の台風第21号の影響により中国、アジア諸国の団体客のキャンセルが多数発生したため、

売上が伸び悩む結果となりました。また、開業準備費用が想定を上回る結果となり、業績に影響が及びました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間のホテル等施設運営事業の売上高は835,683千円（前年同期比43.3％

増）、セグメント利益は22,661千円（同86.7％減）となりました。

⑤その他

　当第３四半期連結累計期間のレンタカー事業は、車両の増車のため、平成30年４月に従前と同じ那覇市内の新

規事業所に移転し60台増車しておりますが、予約販売システムの開発遅延、相次ぐ台風の発生によるキャンセル

等から業績が伸び悩む結果となりました。また、新規事業である都市型ハイヤー事業において、車両を15台購入

しております。

　システム開発事業のHANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM COMPANY LIMITEDのセグメント間内部売上が伸びました

が、平成30年３月に営業開始した都市型ハイヤー事業の開業準備費用等の発生、大阪北部地震、西日本豪雨や台

風の発生による関西国際空港の閉鎖など相次ぐ自然災害の影響により、レンタカー事業、大阪で展開している都

市型ハイヤー事業の売上が伸び悩み、当第３四半期連結累計期間の売上高は113,465千円（前年同期比47.1％

増）、セグメント損失55,474千円（前年同期はセグメント損失2,908千円）となりました。

 

 

(2）財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は19,240,079千円となり、前連結会計年度末に比べ8,617,696千円

増加いたしました。これは主に、現金及び預金が3,599,571千円増加したこと、売上高の増加から売掛金が443,696

千円増加したこと、PASS関連等の前渡金が205,819千円減少したこと、バス事業においてバスを16台購入、都市型

ハイヤー事業にてハイヤー車両を15台購入したことにより機械装置及び運搬具が171,746千円増加したこと、Tmark

Cityホテル東京大森のマスターリース契約等によりリース資産が3,601,335千円、投資その他の資産のその他に含

まれる敷金が439,573千円それぞれ増加したこと等によるものであります。

　当第３四半期連結会計期間末における負債は13,171,121千円となり、前連結会計年度末に比べ8,221,516千円増

加いたしました。これは主に、短期借入金が4,913,663千円、流動・固定負債のリース債務が3,938,838千円増加し

たこと、未払法人税等が331,485千円減少したこと等によるものであります。

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は6,068,958千円となり、前連結会計年度末に比べ396,180千円増加

いたしました。これは、配当金220,000千円の支払、親会社株主に帰属する四半期純利益が614,412千円となったこ

とによるものであります。

　なお、旅行事業に係る売上高は、取扱高と仕入高を相殺した純額で表記しており、その結果売掛金残高が売上高

に対して高い水準となっております。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成30年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 11,000,000 11,000,000
東京証券取引所

（マザーズ）

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は

100株であります。

計 11,000,000 11,000,000 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成30年７月１日～

平成30年９月30日
－ 11,000,000 － 1,022,000 － 922,000

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成30年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

平成30年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）
普通株式

10,998,200
109,982

「１（１）②発行済株式

の内容」の記載を参照

単元未満株式
普通株式

1,800
－ －

発行済株式総数 11,000,000 － －

総株主の議決権 － 109,982 －

 

 

②【自己株式等】

　該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成30年７月１日から平

成30年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成30年１月１日から平成30年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,083,386 8,682,958

売掛金 945,203 1,388,900

商品 326,298 337,051

前渡金 840,044 634,225

その他 301,306 636,859

貸倒引当金 △841 △1,354

流動資産合計 7,495,397 11,678,640

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 526,931 502,578

機械装置及び運搬具（純額） 1,435,604 1,607,351

土地 606,878 668,963

リース資産（純額） 153,688 3,755,023

その他（純額） 80,256 214,725

有形固定資産合計 2,803,359 6,748,642

無形固定資産 75,405 94,683

投資その他の資産   

その他 256,280 726,400

貸倒引当金 △8,060 △8,287

投資その他の資産合計 248,219 718,112

固定資産合計 3,126,984 7,561,439

資産合計 10,622,382 19,240,079

負債の部   

流動負債   

営業未払金 908,086 439,730

短期借入金 355,001 5,268,664

1年内償還予定の社債 80,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 546,759 463,424

リース債務 67,183 258,810

未払法人税等 444,628 113,142

賞与引当金 － 51,394

その他 964,696 1,020,921

流動負債合計 3,366,355 7,716,087

固定負債   

社債 240,000 280,000

長期借入金 256,774 265,838

リース債務 118,858 3,866,070

長期未払金 919,623 994,900

その他 47,994 48,225

固定負債合計 1,583,250 5,455,034

負債合計 4,949,605 13,171,121
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,022,000 1,022,000

資本剰余金 966,999 966,999

利益剰余金 3,683,970 4,078,383

株主資本合計 5,672,969 6,067,382

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △192 1,575

その他の包括利益累計額合計 △192 1,575

純資産合計 5,672,777 6,068,958

負債純資産合計 10,622,382 19,240,079
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第３四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　平成30年１月１日
　至　平成30年９月30日)

売上高 5,631,131 6,000,692

売上原価 1,925,151 2,198,660

売上総利益 3,705,979 3,802,031

販売費及び一般管理費 2,444,215 3,030,594

営業利益 1,261,764 771,436

営業外収益   

受取利息 290 13,756

補助金収入 58,593 23,604

為替差益 97,318 82,495

その他 5,554 4,353

営業外収益合計 161,756 124,210

営業外費用   

支払利息 27,105 57,222

その他 6,965 7,275

営業外費用合計 34,070 64,498

経常利益 1,389,450 831,149

特別利益   

固定資産売却益 3,699 60,968

国庫補助金 8,697 －

圧縮未決算特別勘定戻入額 5,550 －

特別利益合計 17,946 60,968

特別損失   

固定資産売却損 － 1,100

固定資産圧縮損 14,247 －

特別損失合計 14,247 1,100

税金等調整前四半期純利益 1,393,149 891,016

法人税、住民税及び事業税 491,933 260,076

法人税等調整額 △12,697 16,527

法人税等合計 479,235 276,603

四半期純利益 913,913 614,412

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 913,913 614,412
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第３四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　平成30年１月１日
　至　平成30年９月30日)

四半期純利益 913,913 614,412

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △244 1,767

その他の包括利益合計 △244 1,767

四半期包括利益 913,669 616,180

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 913,669 616,180

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

たな卸資産の評価方法の変更

商品の評価方法については、従来、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、先入先出法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。

　この変更は、新在庫システムの再構築を契機に、より迅速に適正な期間損益計算を行うことを目的としたもので

あります。

　なお、この変更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成29年１月１日
至 平成29年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成30年１月１日
至 平成30年９月30日）

減価償却費 430,071千円 601,002千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29年９月30日）

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成30年１月１日　至　平成30年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

配当の

原資

平成30年３月29日

定時株主総会
普通株式 220,000 20 平成29年12月31日 平成30年３月30日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 旅行事業 バス事業

免税販売店
事業

ホテル等施
設運営事業

計

売上高        

外部顧客への売上高 1,886,975 876,004 2,306,272 519,507 5,588,759 42,371 5,631,131

セグメント間の内部売上高

又は振替高
210,058 733,438 90 63,704 1,007,292 34,754 1,042,046

計 2,097,034 1,609,443 2,306,362 583,212 6,596,052 77,125 6,673,178

セグメント利益又は損失

（△）
889,558 198,678 309,933 170,096 1,568,266 △2,908 1,565,357

　（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、レンタカー事業及びシステム開発事業

を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 1,568,266

「その他」の区分の利益 △2,908

セグメント間取引消去 7,170

全社費用（注） △310,764

四半期連結損益計算書の営業利益 1,261,764

　（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成30年１月１日　至　平成30年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 旅行事業 バス事業

免税販売店
事業

ホテル等施
設運営事業

計

売上高        

外部顧客への売上高 2,162,943 958,728 2,057,514 764,465 5,943,651 57,041 6,000,692

セグメント間の内部売上高

又は振替高
177,998 831,695 425 71,218 1,081,337 56,424 1,137,762

計 2,340,942 1,790,423 2,057,939 835,683 7,024,988 113,465 7,138,454

セグメント利益又は損失

（△）
843,212 65,164 208,809 22,661 1,139,847 △55,474 1,084,372

　（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、レンタカー事業及びシステム開発事

業、都市型ハイヤー事業を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 1,139,847

「その他」の区分の利益 △55,474

セグメント間取引消去 6,991

全社費用（注） △319,927

四半期連結損益計算書の営業利益 771,436

　（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成29年１月１日
至　平成29年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成30年１月１日
至　平成30年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 91円39銭 55円86銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 913,913 614,412

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益金額（千円）
913,913 614,412

普通株式の期中平均株式数（株） 10,000,000 11,000,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　２．当社は、平成29年10月30日付で普通株式１株につき５株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期

首に当該株式分割が行われたものとして仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 

（重要な後発事象）

１．平成30年11月14日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の発行

当社は、平成30年11月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づ

き、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議しました。

 

（１）新株予約権を発行する理由

　　当社の従業員等に業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、新株予約権を発行するものであ

ります。

 

（２）新株予約権の発行要領

１．新株予約権の割当日

　　平成30年11月29日

２．付与対象者の人数及び割当個数

当社従業員並びに当社子会社取締役及び従業員 178名に対して 959個（１個につき100株）

　　上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の

総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

３．新株予約権の払込金額

 新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズ・モデルにより算出し

た１株当たりのオプション価格（１円未満の端数切り上げ）に、付与株式数を乗じた金額とする。

 なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込に代えて、当社に対する報酬債権をもっ

て相殺するものとし、金銭の払込を要しない。

４．新株予約権の発行価額

未定

５．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　　当社普通株式100株

６．新株予約権の行使期間

　　平成32年11月15日から平成35年11月14日までとする。

７．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じる場合は、これを切り上げるものとする。

　②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の

資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

８．新株予約権の譲渡制限
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　　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

２．自己株式の取得

当社は、平成30年11月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議しました。

 

（１）自己株式の取得を行う理由

ストック・オプション制度の導入に伴い交付する株式への充当、資本効率の向上および機動的かつ柔軟な

資本政策の実施を可能とするため、自己株式の取得を実施します。

 

（２）取得の内容

１．取得対象株式の種類　　　当社普通株式

２．取得し得る株式の総数　　110千株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　1.0％）

３．取得価額の総額　　　　　253百万円（上限）

４．取得方法　　　　　　　　自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付

５．取得期間　　　　　　　　平成30年11月15日から平成30年12月20日まで
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年11月14日

株式会社ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ

取締役会　御中

 

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 沼田　敦士　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 髙橋　篤史　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＨＡＮ

ＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮの平成30年１月１日から平成30年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成

30年７月１日から平成30年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成30年１月１日から平成30年９月30日まで）

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び

注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ及び連結子会社の平成30年９

月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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